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 「信州 ACE(エース)プロジェクト Facebookページ」投稿に当たって（投稿規程） 

 

１ 信州 ACE（エース）プロジェクト Facebookページとは・・・ 

「信州 ACE(エース)プロジェクト Facebookページ」は、長野県(健康福祉部健康増進

課)が運営する公式 Facebookページです。投稿者として参加される皆様は、この Facebook

ページを使って健康づくりに役立つイベント情報、健康づくりに関連する商品や店舗のメニ

ュー情報などを発信していただけます。ただし、投稿記事を 読む方は「長野県のページの

一部」と認識しますので、県の公式ページという観点から、トラブルなどが無いよう、以

下の点に留意していただき、魅力的で楽しい Facebookページになるよう、皆様の御理解、

御協力をお願いします。 

 

２ 投稿者として参加するためには・・・ 

信州 ACE（エース）プロジェクト推進ネットワーク（ACEネット）に加入されているこ

とが参加の条件です。ACEネット参加申込書の Facebook利用欄に、希望の有無、ID等の

必要事項を記入の上、事務局へ提出し確認を受けてください。 

 

３ 投稿に当たって守っていただきたい事項は・・・ 

 〔基本的なマナーとして〕 

・発言、情報提供に関する責任は、投稿者が負う。 

・個人、団体を誹謗、中傷しない。 

・偽造、虚構又は詐欺的な情報を流通させない。 

 ・他人の権利利益を侵害しない。 

 ・法令に違反し又は違反する恐れのある行為をしない。 

 ・Facebookページの円滑な運営を阻害する行為はしない。 

〔投稿内容でご注意いただきたいことは〕 

・科学的根拠に基づいていない内容（批判の対象になる可能性が高い） 

・政治的に偏った内容 

・差別的に捉えられる可能性がある内容 

・執拗な商品宣伝に特化した内容 

・その他公序良俗に反する内容 

・信州 ACE（エース）プロジェクトと全く関連のない内容 

〔投稿に当たりご注意いただきたい表現は〕 

・明確な根拠が乏しい表現 

（例）「と世間で言われている」「との声が多く聞かれる」「未だかつてない」等 

・個人的な主観が前面に出すぎた表現 

（例）「ずば抜けて」「絶対に」「文句なし」「誰もが認める」等 

・特定の効果、効能が認められていると誤解されかねない表現 

（例）「病気が治る」「○○○○に効く」等 



2  

・特定の企業・団体のみを称賛する内容 

明確な線引きが難しいものですが、長野県の公式 Facebook という公的な発信

ツールである点に御配慮、御理解をお願いします。 

 

４ 投稿書式は・・・ 

投稿に当たっての書式等留意事項は投稿書式（別紙）のとおりです。 

 

５ 本規程に反したときの対応として御理解いただきたいことは・・・ 

投稿者が本規程に反する投稿などを行った場合、事務局において投稿記事を修

正、削除することがあります。また、投稿者が、その投稿内容について事務局の

再三の注意、警告に従わない場合などは、公式 Facebookページへの参加登録を取

り消す場合があります。 

 

 

 

 

 

◇投稿に関するお問い合わせは事務局までお気軽にご相談ください。 

信州 ACE（エース）プロジェクト推進ネットワーク事務局 

〔長野県健康福祉部健康増進課〕 

担当：大沢  直通電話：０２６－２３５－７１１２ 
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投稿書式（別紙） 

 

・投稿記事本文については文頭に「所属団体名」を明記してください。 

・記事は、本文 400 字程度まで、写真は数枚が読みやすい分量です。（100 字程度でも OK） 

・パソコンの見え方から形を整えるために文中で改行すると、スマートホンで見た場合に、 

意図しない箇所で改行されてしまいます。段落の改行以外は改行しないで入力いただくと 

スマートホンからも見えやすくなります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「所属団体名」を明記し、 

本文の間は 1 行空ける 

写真を掲載する場合は、 

場所や日付、内容等を明記する。 


